
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号

放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
放
射
性
医
薬
品
　
放
射
線
（
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
放
出
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の

二
　
放
射
性
物
質
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
含
有
物

三
　
管
理
区
域
　
外
部
放
射
線
の
線
量
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
を
超
え
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
を
超
え
、
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質

の
密
度
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
密
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

四
　
放
射
線
作
業
者
　
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
い
、
管
理
又
は
こ
れ
に
附
随
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
、
管
理
区
域
に
常
時
立
ち
入
る

も
の

五
　
実
効
線
量
限
度
　
放
射
線
作
業
者
の
実
効
線
量
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
限
度

六
　
等
価
線
量
限
度
　
放
射
線
作
業
者
の
各
組
織
の
等
価
線
量
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
限
度

七
　
空
気
中
濃
度
限
度
　
放
射
性
医
薬
品
の
作
業
所
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
人
が
呼
吸
す
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度

八
　
表
面
密
度
限
度
　
放
射
性
医
薬
品
の
作
業
所
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
密
度
限
度

九
　
特
定
放
射
性
物
質
　
放
射
性
物
質
で
あ
つ
て
、
そ
の
放
射
線
が
発
散
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
人
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の

十
　
防
護
区
域
　
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
室
、
試
験
検
査
室
（
動
物
試
験
を
行
う
場
合
に
は
動
物
試
験
室
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
汚
染
検
査
室
（
人
体
又
は
作
業
衣
、
履
物
、
防
護
具
等
人
体
に
着
用
し
て
い
る
物
の
表
面

の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
検
査
及
び
除
去
を
行
う
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
貯
蔵
設
備
及
び
廃
棄
設
備
を
含
む
特
定
放
射
性
物
質
を
防
護
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
対
象
と
な
る
場
所

十
一
　
防
護
従
事
者
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
（
第
十
二
条
の
二
の
特
定
放
射
性
物
質
防
護
管
理
者
を
含
む
。
）

（
製
造
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項
）

第
二
条
　
製
造
業
者
は
、
作
業
を
行
う
に
当
た
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
製
造
所
内
を
常
に
清
潔
に
保
ち
、
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
と
き
、
又
は
汚
染
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
汚
染
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
製
造
所
内
外
の
ね
ず
み
及
び
蚊
、
は
え
等
の
こ
ん
虫
の
駆
除
に
努
め
る
こ
と
。

三
　
作
業
所
、
貯
蔵
設
備
及
び
廃
棄
設
備
（
以
下
「
作
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
事
項
を
掲
示
す
る
こ
と
。

四
　
管
理
区
域
に
は
、
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
、
放
射
線
作
業
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
放
射
線
作
業
者
の
指
示
に
従
わ
せ
る
こ
と
。

五
　
次
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
線
作
業
者
に
あ
つ
て
は
実
効
線
量
限
度
及
び
等
価
線
量
限
度
を
、
放
射
線
作
業
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
放
射
性
物
質
等
の
廃
棄
に
従
事
す
る
も
の
及
び
放
射
線
作

業
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
放
射
性
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
限
度
を
超
え
て
放
射
線
を
被
ば
く
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

イ
　
し
や
へ
い
壁
そ
の
他
の
し
や
へ
い
物
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
の
し
や
へ
い
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
遠
隔
操
作
装
置
、

か
ん鉗

子
等
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
放
射
性
物
質
と
人
体
と
の
間
に
適
当
な
距
離
を
設
け
る
こ
と
。

ハ
　
人
体
が
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短
く
す
る
こ
と
。

六
　
作
業
室
、
試
験
検
査
室
、
貯
蔵
室
又
は
廃
棄
作
業
室
（
以
下
「
作
業
室
等
」
と
い
う
。
）
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
空
気
中
濃
度
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

七
　
作
業
室
等
で
の
飲
食
又
は
喫
煙
を
禁
止
す
る
こ
と
。

八
　
作
業
室
等
に
お
け
る
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

九
　
作
業
室
等
に
お
い
て
は
、
作
業
衣
、
保
護
具
等
を
着
用
し
て
作
業
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
着
用
し
て
み
だ
り
に
作
業
室
等
の
外
に
出
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

十
　
汚
染
検
査
室
が
あ
る
場
合
に
は
、
作
業
室
等
か
ら
退
出
す
る
者
及
び
そ
の
者
が
着
用
す
る
作
業
衣
、
保
護
具
等
の
表
面
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
を
汚
染
検
査
室
に
お
い
て
検
査
し
、
か
つ
、
除
去
す
る
こ
と
。

十
一
　
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
、
そ
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
い
る
も
の
は
、
み
だ
り
に
作
業
室
等
か
ら
持
ち
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

十
二
　
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
、
そ
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
密
度
を
超
え
て
い
る
も
の
は
、
み
だ
り
に
管
理
区
域
か
ら
持
ち
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
　
製
造
業
者
は
、
そ
の
製
造
に
係
る
放
射
性
医
薬
品
の
品
質
に
つ
い
て
必
ず
試
験
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
製
造
業
者
は
、
作
業
所
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
試
験
検
査
は
、
そ
れ
ぞ
れ
作
業
室
及
び
試
験
検
査
室
に
お
い
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
表
面
に
お
け
る
線
量
率
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
率
を
超
え
な
い
容
器
又
は
被
包
の
包
装
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
試
験
管
、
フ
ラ
ス
コ
、
ビ
ユ
レ
ツ
ト
等
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
又
は
試
験
検
査
に
用
い
る
器
具
は
、
放
射
性
物
質
の
核
種
ご
と
に
専
用
と
す
る
こ
と
。

三
　
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
試
験
検
査
は
、
異
な
る
核
種
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
を
避
け
る
よ
う
な
方
法
で
行
う
こ
と
。

４
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
を
保
管
す
る
に
当
た
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
性
物
質
の
保
管
は
、
貯
蔵
設
備
に
お
い
て
、
貯
蔵
能
力
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
て
行
う
こ
と
。
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二
　
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
医
薬
品
は
、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
三
号
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
た
る
放
射
性
医
薬
品
（
以
下
「
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
製
造
管
理
等
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一

項
第
三
号
）
に
規
定
す
る
貯
蔵
設
備
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
。

三
　
放
射
性
医
薬
品
の
保
管
は
、
異
な
る
核
種
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
を
避
け
る
よ
う
な
方
法
で
行
う
こ
と
。

四
　
放
射
性
物
質
の
保
管
は
、
容
器
に
入
れ
て
行
う
こ
と
。

五
　
貯
蔵
箱
に
つ
い
て
、
放
射
性
物
質
の
保
管
中
こ
れ
を
み
だ
り
に
持
ち
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

５
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
等
を
廃
棄
す
る
に
当
た
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
の
廃
棄
は
、
排
気
設
備
に
お
い
て
浄
化
し
、
又
は
排
気
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
。

二
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
の
廃
棄
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ
　
排
水
設
備
に
お
い
て
浄
化
し
、
又
は
排
水
す
る
こ
と
。

ロ
　
容
器
に
封
入
し
、
保
管
廃
棄
設
備
に
お
い
て
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。

ハ
　
焼
却
炉
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
。

ニ
　
固
型
化
処
理
設
備
に
お
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
型
化
材
料
に
よ
り
固
型
化
す
る
こ
と
。

三
　
ふ
た
の
で
き
る
排
水
浄
化
槽
は
、
排
液
の
採
取
、
排
液
中
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
等
を
行
う
場
合
を
除
き
、
確
実
に
ふ
た
を
し
て
お
く
こ
と
。

四
　
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
の
廃
棄
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ
　
焼
却
炉
に
お
い
て
焼
却
し
、
そ
の
残
さ
を
ロ
又
は
ハ
の
規
定
に
従
い
廃
棄
す
る
こ
と
。

ロ
　
固
型
化
処
理
設
備
に
お
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
型
化
材
料
に
よ
り
固
型
化
し
、
そ
の
固
型
化
さ
れ
た
も
の
を
ハ
の
規
定
に
従
い
廃
棄
す
る
こ
と
。

ハ
　
容
器
に
封
入
し
、
保
管
廃
棄
設
備
に
お
い
て
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
、
大
型
機
械
等
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
汚

染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
た
め
の
特
別
な
措
置
を
講
じ
て
保
管
廃
棄
施
設
に
お
い
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
　
陽
電
子
断
層
撮
影
用
放
射
性
物
質
（
陽
電
子
放
射
断
層
撮
影
装
置
に
よ
る
画
像
診
断
に
用
い
る
た
め
、
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
及
び
化
学
的
方
法
に
よ
り
不
純
物
を
除
去
す
る
機
能
を
備
え
た
装
置
（
更
新
、
改
造
又
は
不
純
物
を

除
去
す
る
方
法
の
変
更
を
し
た
都
度
及
び
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
不
純
物
を
除
去
す
る
機
能
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
点
検
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
製
造
さ
れ
る
放
射
性
医
薬
品
又
は
そ
の
原
料
若
し
く
は

材
料
た
る
放
射
性
物
質
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
種
類
ご
と
に
そ
の
一
日

大
使
用
数
量
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
数
量
以
下
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
陽
電
子
断
層
撮
影
用
放
射
性
物
質
に
よ

つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
陽
電
子
断
層
撮
影
用
放
射
性
物
質
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
陽
電
子
断
層
撮
影
用
放
射
性
物
質
等
以
外
の
物
が
混
入
し
、
又
は
付
着
し
な
い
よ
う
に
封
及
び
そ
の
旨
の
表
示
を
し
、
陽
電
子

断
層
撮
影
用
放
射
性
物
質
の
原
子
の
数
が
一
を
下
回
る
こ
と
が
確
実
な
期
間
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
超
え
て
管
理
区
域
内
に
お
い
て
保
管
廃
棄
す
る
こ
と
。

五
　
排
気
設
備
の
排
気
口
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
こ
と
、
又
は
排
気
監
視
設
備
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に

よ
り
、
製
造
所
の
境
界
（
製
造
所
の
境
界
に
隣
接
す
る
区
域
に
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
区
域
の
境
界
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質

の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
こ
と
。

六
　
排
水
設
備
の
排
水
口
に
お
け
る
排
液
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
こ
と
、
又
は
排
水
監
視
設
備
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に

よ
り
、
製
造
所
の
境
界
に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
こ
と
。

七
　
前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
九
条
第
一
項
第
四
号
ヘ
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
製
造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
ヘ
）
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
排
気
口
若

し
く
は
排
気
監
視
設
備
に
お
い
て
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
し
、
又
は
排
水
口
若
し
く
は
排
水
監
視
設
備
に
お
い
て
排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
製
造
所
の
境
界
の

外
の
人
が
被
ば
く
す
る
線
量
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
す
る
こ
と
。

八
　
放
射
性
物
質
等
を
、
焼
却
し
た
後
そ
の
残
さ
を
焼
却
炉
か
ら
搬
出
し
、
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
型
化
材
料
に
よ
り
固
型
化
す
る
作
業
は
、
廃
棄
作
業
室
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

九
　
排
液
処
理
装
置
に
よ
り
排
液
を
処
理
す
る
作
業
を
行
う
場
合
又
は
排
気
設
備
若
し
く
は
排
水
設
備
の
付
着
物
、
沈
で
ん
物
等
の
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
の
た
め
除
去
す
る
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
敷
物
、

受
皿
、
吸
収
材
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
ひ
ろ
が
り
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
又
は
器
具
及
び
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
。

十
　
第
四
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
保
管
廃
棄
す
る
陽
電
子
断
層
撮
影
用
放
射
性
物
質
等
に
つ
い
て
は
、
同
ニ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
後
は
、
放
射
性
物
質
等
で
は
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

６
　
製
造
業
者
は
、
製
造
所
に
お
い
て
放
射
性
物
質
等
の
運
搬
を
行
う
に
当
た
つ
て
、
次
の
各
号
（
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
及
び
第
五
号
）
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

放
射
性
物
質
等
を
作
業
所
等
の
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
そ
の
他
放
射
性
物
質
等
を
運
搬
す
る
時
間
が
極
め
て
短
く
、
か
つ
、
放
射
線
障
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
、
又
は
次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
放

射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
く
、
ま
た
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
放
射
性
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第

一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）
の
表

面
に
お
け
る
線
量
率
が
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
限
り
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
つ
て
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
運
搬
は
、
容
器
に
封
入
し
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
当
該
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る

放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
、
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
つ
て
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
放

射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
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ハ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ハ
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

三
　
運
搬
物
及
び
こ
れ
を
積
載
し
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
放
射
性
物
質
を
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
車
両
等
」
と
い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
率
が
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
運
搬
物
の
車
両
等
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り
運
搬
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

五
　
運
搬
物
は
、
同
一
の
車
両
等
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
。

六
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
さ
れ
る
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

七
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
。

八
　
放
射
性
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

九
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
車
両
等
で
あ
つ
て
、
反
復
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸

し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
を
運
搬
す
る
車
両
等
の
適
当
な
箇
所
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
標
識
を
取

り
付
け
る
こ
と
。

７
　
製
造
業
者
は
、
製
造
所
の
外
に
お
い
て
放
射
性
物
質
等
（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
号
ト
に
該
当
し
な
い
も
の
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
に
当
た
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
う
こ
と
。

イ
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
放
射
性
物
質
等
に
あ
つ
て
は
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
（
１
）
、
（
２
）
若
し
く
は
（
３
）
に
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送
物
（
放

射
性
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
放

射
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
う
ち
、
（
３
）
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲

げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
代
え
て
（
３
）
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（１）
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
物
質
等
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
　
Ｌ
型
輸
送
物

（２）
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物
質
等
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
Ａ
型
輸
送
物

（３）
　
低
比
放
射
性
物
質
（
放
射
能
濃
度
が
低
い
放
射
性
物
質
等
で
あ
つ
て
、
危
険
性
が
少
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
表
面
汚
染
物
（
放
射
性
物
質
以
外
の
固
体
で
あ
つ
て
、
表
面
が
放
射

性
物
質
等
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
　
Ｉ
Ｐ―

１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ―

２
型
輸
送
物
又
は
Ｉ
Ｐ―

３
型
輸
送
物

ロ
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
う
こ
と
。

二
　
運
搬
の
年
月
日
、
方
法
、
荷
受
人
又
は
荷
送
人
及
び
運
搬
を
行
う
者
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

三
　
運
搬
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
委
託
を
受
け
る
者
に
対
し
、
前
二
号
の
事
項
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
取
り
決
め
、
書
面
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

８
　
特
定
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
製
造
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
放
射
線
が
発
散
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
極
め
て
短
時
間
に
人
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の

次
項
に
定
め
る
措
置

二
　
そ
の
放
射
線
が
発
散
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
短
時
間
に
人
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
第
十
項
に
定
め
る
措
置

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

第
十
一
項
に
定
め
る
措
置

９
　
前
項
の
表
第
一
号
の
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
措
置
は
、
第
六
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
防
護
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
防
護
区
域
を
定
め
る
こ
と
。

二
　
防
護
区
域
へ
の
人
の
立
入
り
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
業
務
上
防
護
区
域
に
常
時
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
身
分
及
び
当
該
防
護
区
域
へ
の
立
入
り
の
必
要
性
を
確
認
の
上
、
当
該
者
に
当
該
立
入
り
を
認
め
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
等
（
以
下
「
証
明
書
等
」

と
い
う
。
）
を
発
行
し
、
当
該
立
入
り
の
際
に
当
該
証
明
書
等
を
所
持
さ
せ
る
こ
と
。

ロ
　
防
護
区
域
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
（
イ
に
掲
げ
る
証
明
書
等
を
所
持
す
る
者
（
以
下
「
防
護
区
域
常
時
立
入
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
身
分
及
び
当
該
防
護
区
域
へ
の
立
入
り
の
必
要
性
を
確
認
す

る
こ
と
。

ハ
　
ロ
に
掲
げ
る
確
認
を
受
け
た
者
が
防
護
区
域
に
立
ち
入
る
場
合
に
は
、
当
該
防
護
区
域
内
に
お
い
て
防
護
従
事
者
を
同
行
さ
せ
、
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

三
　
防
護
区
域
へ
の
人
の
侵
入
を
防
止
す
る
た
め
、
防
護
区
域
の
出
入
口
（
当
該
防
護
区
域
に
至
る
経
路
上
に
設
け
ら
れ
た
出
入
口
を
含
む
。
）
に
鍵
を
異
に
す
る
二
以
上
の
施
錠
を
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
（
防
護
従
事
者
に
こ
れ
ら

の
出
入
口
を
常
時
監
視
さ
せ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
鍵
の
管
理
者
（
防
護
従
事
者
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
を
い
う
。
）
に
そ
の
鍵
を
厳
重
に
管
理
さ
せ
、
当
該
者
以
外
の
者
（
あ
ら
か
じ
め
そ
の
鍵
を
一
時
的
に
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
た
防
護
区
域
常
時
立
入
者
を

除
く
。
）
が
そ
の
鍵
を
取
り
扱
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。
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ロ
　
鍵
又
は
錠
に
つ
い
て
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
取
替
え
又
は
構
造
の
変
更
を
行
う
こ
と
。

四
　
防
護
区
域
常
時
立
入
者
が
防
護
区
域
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
そ
の
立
入
り
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
二
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
防
護
区
域
へ
の
人
の
侵
入
を
監
視
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
装
置
（
以
下
「
監
視
装
置
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
防
護
区
域
に
お
い
て
特
定
放
射
性
物
質
の
使
用
の
み
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
二
人
以

上
の
防
護
従
事
者
に
同
時
に
作
業
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
人
の
侵
入
を
確
実
に
検
知
し
て
直
ち
に
表
示
す
る
と
と
も
に
、
一
定
期
間
録
画
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
（
当
該
装
置
へ
の
不
正
な
活
動
を
検
知
し
警
報
を
発
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
人
の
侵
入
を
検
知
し
た
場
合
に
警
報
を
発
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
直
ち
に
そ
の
旨
を
通
報
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
（
当
該
装
置
へ
の
不
正
な
活
動
を
検
知
し
警
報
を
発
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に

限
る
。
）

六
　
特
定
放
射
性
物
質
を
堅
固
な
障
壁
に
よ
つ
て
区
画
す
る
こ
と
そ
の
他
の
特
定
放
射
性
物
質
を
容
易
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
二
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
防
護
区
域
に
お
い
て
特
定
放

射
性
物
質
の
使
用
の
み
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
二
人
以
上
の
防
護
従
事
者
に
同
時
に
作
業
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七
　
特
定
放
射
性
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
特
定
放
射
性
物
質
は
、
防
護
区
域
内
に
置
く
こ
と
。

ロ
　
監
視
装
置
に
よ
り
防
護
区
域
へ
の
人
の
侵
入
を
常
時
監
視
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
防
護
区
域
常
時
立
入
者
が
当
該
防
護
区
域
に
立
ち
入
る
場
合
に
は
、
第
五
号
ロ
の
装
置
に
よ
り
監
視
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

ハ
　
特
定
放
射
性
物
質
の
管
理
に
係
る
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
又
は
当
該
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
防
護
従
事
者
に
、
直
ち
に
組
織
的
な
対
応
（
防

護
従
事
者
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
第
六
条
の
二
に
定
め
る
防
護
規
程
に
定
め
る
措
置
を
い
う
。
次
の
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
と
ら
せ
る
こ
と
。

ニ
　
防
護
従
事
者
に
、
毎
週
一
回
以
上
、
特
定
放
射
性
物
質
並
び
に
当
該
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
装
置
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
当
該
点
検
に
お
い
て
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

防
護
従
事
者
に
、
直
ち
に
組
織
的
な
対
応
を
と
ら
せ
、
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
そ
の
旨
を
第
六
条
の
二
に
定
め
る
防
護
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
報
告
さ
せ
る
こ
と
。

八
　
製
造
所
に
お
い
て
特
定
放
射
性
物
質
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
性
輸
送
物
に
放
射
性
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
一
号
。
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
容
易
に

破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は
り
付
け
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
人
以
上
の
防
護
従
事
者
に
同
時
に
運
搬
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

九
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
に
つ
い
て
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
当
該
電
子
計
算
機
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
を
遮
断
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
保
守
を
行
う
こ
と
。

十
一
　
特
定
放
射
性
物
質
の
盗
取
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
関
係
機
関
へ
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
二
以
上
の
連
絡
手
段
を
備
え
る
こ
と
そ
の
他
そ
の
連
絡
を
確
実
か
つ
速
や
か
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

十
二
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
詳
細
な
事
項
は
、
当
該
事
項
を
知
る
必
要
が
あ
る
者
以
外
の
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
管
理
す
る
こ
と
。

十
三
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

十
四
　
特
定
放
射
性
物
質
の
盗
取
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
確
実
か
つ
速
や
か
に
対
応
す
る
た
め
の
手
順
を
文
書
に
て
定
め
る
こ
と
。

10
　
第
八
項
の
表
第
二
号
の
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

前
項
第
三
号

防
護
区
域
の
出
入
口
（
当
該
防
護
区
域
に
至
る
経
路
上
に
設
け
ら
れ
た
出
入
口
を
含
む
。
）
に
鍵
を
異
に
す
る
二
以
上
の
施
錠
を
行
う
こ
と

防
護
区
域
の
出
入
口
に
施
錠
を
行
う
こ
と

前
項
第
四
号

二
以
上
の
措
置

措
置

前
項
第
十
一
号

二
以
上
の
連
絡
手
段

連
絡
手
段

11
　
第
八
項
の
表
第
三
号
の
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
は
、
第
九
項
各
号
（
第
五
号
及
び
第
七
号
ロ
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
九
項
第
三
号

防
護
区
域
の
出
入
口
（
当
該
防
護
区
域
に
至
る
経
路
上
に
設
け
ら
れ
た
出
入
口
を
含
む
。
）
に
鍵
を
異
に
す
る
二
以
上
の
施
錠
を
行
う
こ
と

防
護
区
域
の
出
入
口
に
施
錠
を
行
う
こ
と

第
九
項
第
四
号
及
び
第
六
号

二
以
上
の
措
置

措
置

第
九
項
第
十
一
号

二
以
上
の
連
絡
手
段

連
絡
手
段

12
　
特
定
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
製
造
業
者
は
、
製
造
所
に
お
い
て
二
以
上
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
室
、
試
験
検
査
室
、
汚
染
検
査
室
、
貯
蔵
設
備
又
は
廃
棄
設
備
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
特
定
放
射
性

物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
室
、
試
験
検
査
室
、
汚
染
検
査
室
、
貯
蔵
設
備
又
は
廃
棄
設
備
に
お
い
て
取
り
扱
お
う
と
す

る
特
定
放
射
性
物
質
の
う
ち
そ
の
数
量
が

も
大
き
い
も
の
に
対
す
る
第
八
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
棄
の
委
託
）

第
三
条
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
等
の
廃
棄
を
、
次
条
に
定
め
る
位
置
、
構
造
及
び
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
放
射
性
物
質
等
の
詰
替
え
を
す
る
施
設
（
以
下
「
廃
棄
物
詰
替
施
設
」
と
い
う
。
）
、
放
射
性
物
質
等

を
貯
蔵
す
る
施
設
（
以
下
「
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
」
と
い
う
。
）
又
は
放
射
性
物
質
等
を
廃
棄
す
る
施
設
（
以
下
「
廃
棄
施
設
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
別
に
厚
生
労
働
省
令
で
指
定
す
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
廃
棄
事
業
所
の
所
在
地
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三
　
廃
棄
の
方
法

四
　
廃
棄
物
詰
替
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

五
　
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

六
　
廃
棄
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

３
　
第
一
項
の
指
定
に
は
、
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
条
件
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要

小
限
度
の
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
指
定
を
受
け
る
者
に
不
当
な
業
務
を
課
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
者
が
第
三
項
の
指
定
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
の
二
　
廃
棄
物
詰
替
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
地
崩
れ
及
び
浸
水
の
お
そ
れ
の
少
な
い
場
所
に
設
け
る
こ
と
。

二
　
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
又
は
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
居
室
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
主
要
構
造
部
等
（
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主
要
構
造
部
並
び
に
そ
の

場
所
を
区
画
す
る
壁
及
び
柱
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
耐
火
構
造
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
不
燃
材
料
（
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
構
造

と
す
る
こ
と
。

三
　
次
の
実
効
線
量
を
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
実
効
線
量
限
度
以
下
と
す
る
た
め
に
必
要
な
し
や
へ
い
壁
そ
の
他
の
し
や
へ
い
物
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
施
設
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
人
が
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
実
効
線
量

ロ
　
廃
棄
事
業
所
の
境
界
（
廃
棄
事
業
所
の
境
界
に
隣
接
す
る
区
域
に
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
区
域
の
境
界
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
廃
棄
事
業
所
内
の
人
が
居
住
す
る
区
域

に
お
け
る
実
効
線
量

四
　
密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
物
質
等
の
詰
替
え
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
詰
替
作
業
室
を
設
け
る
こ
と
。

（１）
　
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、
突
起
物
、
く
ぼ
み
及
び
仕
上
材
の
目
地
等
の
す
き
ま
の
少
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

（２）
　
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
表
面
は
、
平
滑
で
あ
り
、
気
体
又
は
液
体
が
浸
透
し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
。

（３）
　
フ
ー
ド
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
等
の
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
の
広
が
り
を
防
止
す
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
排
気
設
備
に
連
結
し
て
い
る
こ
と
。

（４）
　
詰
替
作
業
室
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

ロ
　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
汚
染
検
査
室
を
設
け
る
こ
と
。

（１）
　
人
が
通
常
出
入
り
す
る
施
設
の
出
入
口
の
付
近
等
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
検
査
を
行
う
の
に

も
適
し
た
場
所
に
設
け
る
こ
と
。

（２）
　
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、
イ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（３）
　
洗
浄
設
備
及
び
更
衣
設
備
を
設
け
、
汚
染
の
検
査
の
た
め
の
放
射
線
測
定
器
及
び
汚
染
の
除
去
に
必
要
な
器
材
を
備
え
る
こ
と
。

（４）
　
（
３
）
の
洗
浄
設
備
の
排
水
管
が
排
水
設
備
に
連
結
し
て
い
る
こ
と
。

（５）
　
汚
染
検
査
室
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

五
　
管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
さ
く
そ
の
他
の
周
囲
に
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
設
備
（
以
下
「
さ
く
等
」
と
い
う
。
）
を
設
け
、
管
理
区
域
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

六
　
放
射
性
物
質
を
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
で
の
飲
食
又
は
喫
煙
を
禁
止
す
る
旨
の
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

２
　
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
地
崩
れ
及
び
浸
水
の
お
そ
れ
の
少
な
い
場
所
に
設
け
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
貯
蔵
室
又
は
貯
蔵
箱
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
貯
蔵
室
は
、
そ
の
主
要
構
造
部
等
を
耐
火
構
造
と
し
、
そ
の
開
口
部
に
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
に
該
当
す
る
防
火
戸
を
設
け

る
こ
と
。

ロ
　
貯
蔵
箱
は
、
耐
火
性
の
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
貯
蔵
室
又
は
貯
蔵
箱
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
貯
蔵
室
又
は
貯
蔵
箱
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
し
や
へ
い
壁
そ
の
他
の
し
や
へ
い
物
を
設
け
る
こ
と
。

四
　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
放
射
性
物
質
等
を
入
れ
る
貯
蔵
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

イ
　
容
器
の
外
に
お
け
る
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
性
物
質
等
を
入
れ
る
貯
蔵
容
器
は
、
気
密
な
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
を
入
れ
る
貯
蔵
容
器
は
、
液
体
が
こ
ぼ
れ
に
く
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
液
体
が
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
る
こ
と
。

ハ
　
液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
を
入
れ
る
貯
蔵
容
器
で
、
き
裂
、
破
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
受
皿
、
吸
収
材
そ
の
他
放
射
性
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
又

は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

ニ
　
貯
蔵
容
器
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。
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五
　
貯
蔵
室
又
は
貯
蔵
箱
の
扉
、
ふ
た
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
か
ぎ
そ
の
他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

六
　
管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
さ
く
等
を
設
け
、
管
理
区
域
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

七
　
放
射
性
物
質
を
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
で
の
飲
食
又
は
喫
煙
を
禁
止
す
る
旨
の
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

３
　
廃
棄
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
地
崩
れ
及
び
浸
水
の
お
そ
れ
の
少
な
い
場
所
に
設
け
る
こ
と
。

二
　
主
要
構
造
部
等
は
、
耐
火
構
造
又
は
不
燃
材
料
を
用
い
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

三
　
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
し
や
へ
い
壁
そ
の
他
の
し
や
へ
い
物
を
設
け
る
こ
と
。

四
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
を
浄
化
し
、
又
は
排
気
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
排
気
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
若
し
く
は
濃
度
以
下
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
と
き
、

又
は
排
気
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
、
著
し
く
、
使
用
の
目
的
を
妨
げ
、
若
し
く
は
作
業
の
性
質
上
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
気
体
状
の
放
射
性
物
質
を
発
生
し
、
若
し
く
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ

の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
排
気
口
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
又
は
排
気
監
視
設
備
を
設
け
て
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
廃
棄
事
業
所
の
境
界

の
外
の
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
気
体
が
漏
れ
に
く
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
を
用
い
る
こ
と
。

ハ
　
故
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
空
気
の
広
が
り
を
急
速
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

ニ
　
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
排
気
設
備
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

五
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
を
浄
化
し
、
又
は
排
水
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
排
水
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
排
水
口
に
お
け
る
排
液
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
又
は
排
水
監
視
設
備
を
設
け
て
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
廃
棄
事
業
所
の
境
界

に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
排
液
の
漏
れ
に
く
い
構
造
と
し
、
排
液
が
浸
透
し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
を
用
い
る
こ
と
。

ハ
　
排
水
浄
化
槽
は
、
排
液
を
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
又
は
排
液
中
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
排
液
の
流
出
を
調
節
す
る
装
置
を
備
え
る
こ
と
。

ニ
　
排
水
浄
化
槽
の
上
部
の
開
口
部
は
、
ふ
た
の
で
き
る
構
造
で
あ
る
か
、
又
は
そ
の
周
囲
に
さ
く
等
を
設
け
る
こ
と
。

ホ
　
排
水
設
備
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

六
　
放
射
性
物
質
等
を
焼
却
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
焼
却
炉
を
設
け
る
ほ
か
、
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
排
気
設
備
、
第
一
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
廃
棄
作
業
室
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
汚
染
検
査
室
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
気
体
が
漏
れ
に
く
く
、
か
つ
、
灰
が
飛
散
し
に
く
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
排
気
設
備
に
連
結
さ
れ
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
焼
却
炉
の
焼
却
残
さ
の
搬
出
口
が
廃
棄
作
業
室
に
連
結
し
て
い
る
こ
と
。

七
　
放
射
性
物
質
等
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
形
化
材
料
に
よ
り
固
型
化
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
固
型
化
処
理
設
備
を
設
け
る
ほ
か
、
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
排
気
設
備
、
第
一
項
第
四
号
イ

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
廃
棄
作
業
室
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
汚
染
検
査
室
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
放
射
性
物
質
等
が
漏
れ
又
は
こ
ぼ
れ
に
く
く
、
か
つ
、
粉
じ
ん
が
飛
散
し
に
く
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
液
体
が
浸
透
し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
を
用
い
る
こ
と
。

八
　
放
射
性
物
質
等
を
保
管
廃
棄
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
保
管
廃
棄
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

イ
　
外
部
と
区
画
さ
れ
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
扉
、
ふ
た
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
か
ぎ
そ
の
他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

ハ
　
耐
火
性
の
構
造
で
、
か
つ
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
保
管
廃
棄
容
器
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
大
型
機
械
等
で
あ
つ
て
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
　
保
管
廃
棄
設
備
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

九
　
管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
さ
く
等
を
設
け
、
管
理
区
域
で
あ
る
旨
を
示
す
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

十
　
放
射
性
物
質
を
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
で
の
飲
食
又
は
喫
煙
を
禁
止
す
る
旨
の
標
識
を
付
す
る
こ
と
。

４
　
前
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
排
気
設
備
又
は
排
水
設
備
に
つ
い
て
、
同
項
第
四
号
イ
又
は
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
排
気
設
備
又
は
排
水
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
廃
棄

事
業
所
の
境
界
の
外
に
お
け
る
実
効
線
量
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
実
効
線
量
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を
排
気
設
備
又
は
排
水
設
備
が
有
す
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
第
四
号
イ

又
は
第
五
号
イ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
排
気
口
若
し
く
は
排
気
監
視
設
備
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
数
量
及
び
濃
度
を
監
視
し
、
又
は
排
水
口
若
し
く
は
排
水
監
視
設
備
の
あ
る
場

所
に
お
い
て
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
数
量
及
び
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
廃
棄
事
業
所
の
境
界
の
外
に
お
け
る
実
効
線
量
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
実
効
線
量
限
度
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
承
認
を
受
け
た
排
気
設
備
又
は
排
水
設
備
が
そ
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
当
該
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
識
）

第
四
条
　
製
造
業
者
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
設
備
、
場
所
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
標
識
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
測
定
）

第
五
条
　
製
造
業
者
は
、
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
、
放
射
線
の
量
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
を
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
線
の
量
の
測
定
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
又
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
の
十
倍
を
超
え

る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
が
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
十
倍
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ

メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。

二
　
放
射
線
の
量
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
の
測
定
は
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
測
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
計
算
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
の
値

を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
前
二
号
の
測
定
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
の
放
射
線
の
量
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
を
知
る
た
め
に

も
適
し
た
箇
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

項
目

場
所

放
射
線
の
量

イ
　
作
業
所

ロ
　
貯
蔵
設
備

ハ
　
廃
棄
設
備

ニ
　
管
理
区
域
の
境
界

ホ
　
製
造
所
内
に
お
い
て
人
が
居
住
す
る
区
域

ヘ
　
製
造
所
の
境
界

放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況

イ
　
作
業
室

ロ
　
試
験
検
査
室

ハ
　
廃
棄
作
業
室

ニ
　
汚
染
検
査
室

ホ
　
排
気
設
備
の
排
気
口

ヘ
　
排
水
設
備
の
排
水
口

ト
　
排
気
監
視
設
備
の
あ
る
場
所

チ
　
排
水
監
視
設
備
の
あ
る
場
所

リ
　
管
理
区
域
の
境
界

四
　
第
二
号
の
測
定
は
作
業
を
開
始
す
る
前
に
一
回
及
び
作
業
を
開
始
し
た
後
に
あ
つ
て
は
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
排
気
設
備
の
排
気
口
、
排
水
設
備
の
排
水
口
、
排
気
監
視
設
備
の
あ
る

場
所
及
び
排
水
監
視
設
備
の
あ
る
場
所
に
お
け
る
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
の
測
定
は
、
排
気
又
は
排
水
す
る
つ
ど
（
連
続
し
て
排
気
又
は
排
水
す
る
場
合
は
、
連
続
し
て
）
行
う
こ
と
。

２
　
製
造
業
者
は
、
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
つ
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
受
け
た
放
射
線
の
量
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
を
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
線
の
量
の
測
定
は
、
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
外
部
被
ば
く
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
線
量
及
び
人
体
内
部
に
摂
取
し
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
内
部
被
ば
く
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
線
量
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ
　
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
測
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
計
算
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
の
値
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

ロ
　
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
胸
部
（
女
子
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
妊
娠
す
る
意
思
が
な
い
旨
を
製
造
業
者
等
に
書
面
で
申
し
出
た
者
を
除
く
。
た
だ
し
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
に
あ
つ
て
は
腹
部
）
に
つ
い
て
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
（
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
）
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。

ハ
　
頭
部
及
び
け
い
部
か
ら
成
る
部
分
、
胸
部
及
び
上
腕
部
か
ら
成
る
部
分
並
び
に
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が

大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
が
胸
部
及
び
上
腕
部
か
ら
成
る

部
分
（
ロ
に
お
い
て
腹
部
に
つ
い
て
測
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
女
子
に
あ
つ
て
は
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
）
以
外
の
部
分
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ロ
に
よ
る
測
定
に
加
え
、
当
該
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が

大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
（
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
）
を
測
定
す
る
こ
と
。

ニ
　
人
体
部
位
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が

大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
位
が
、
頭
部
、
け
い
部
、
胸
部
、
上
腕
部
、
腹
部
及
び
大
た
い
部
以
外
の
部
位
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ロ
又
は
ハ
に
よ
る
測
定
に
加
え
、

当
該
部
位
に
つ
い
て
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
を
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
を
算
定
す
る
た
め
の
線
量
の
測
定
は
、
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
測
定
の
ほ
か
、
眼
の
近
傍
そ
の
他
の
適
切
な
部
位
に
つ
い
て
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ
　
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
者
に
つ
い
て
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
つ
て
い
る
間
継
続
し
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
者
で
あ
つ
て
放
射
線
作
業
者
で
な
い
も

の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
管
理
区
域
内
に
お
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
を
超
え
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ト
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
物
質
を
誤
つ
て
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
し
た
者
に
あ
つ
て
は
摂
取
後
遅
滞
な
く
、
作
業
室
そ
の
他
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂

取
し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
る
者
に
あ
つ
て
は
三
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
（
本
人
の
申
出
等
に
よ
り
製
造
業
者
等
が
妊
娠
の
事
実
を
知
る
こ
と
と
な
つ
た
女
子
に
あ
つ
て
は
、
出
産
ま

で
の
間
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
）
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
室
そ
の
他
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
者
で
あ
つ
て
放
射
線
作
業
者
で
な
い
も

の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
を
超
え
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
の
測
定
は
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
測
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
計
算
に
よ
つ
て
こ

の
値
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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イ
　
放
射
性
物
質
を
密
封
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
取
り
扱
う
作
業
所
に
立
ち
入
る
者
に
つ
い
て
、
当
該
作
業
所
か
ら
退
出
す
る
と
き
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
手
、
足
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
体
部
位
の
表
面
及
び
作
業
衣
、
履
物
、
保
護
具
そ
の
他
人
体
に
着
用
し
て
い
る
物
の
表
面
で
あ
つ
て
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ

る
部
分
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。

３
　
製
造
業
者
は
、
前
二
項
の
測
定
の
結
果
に
つ
い
て
記
録
の
作
成
、
保
存
等
の
措
置
を
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
測
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
測
定
の
つ
ど
次
の
事
項
に
つ
い
て
記
録
し
、
五
年
間
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
。

イ
　
測
定
日
時

ロ
　
測
定
箇
所

ハ
　
測
定
を
し
た
者
の
氏
名

ニ
　
放
射
線
測
定
器
の
種
類
及
び
型
式

ホ
　
測
定
方
法

ヘ
　
測
定
結
果

二
　
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
測
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三
月
間
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
並
び
に
本
人
の
申
出
等
に
よ
り
製
造
業
者
等

が
妊
娠
の
事
実
を
知
る
こ
と
と
な
つ
た
女
子
に
あ
つ
て
は
、
出
産
ま
で
の
間
毎
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
月
間
に
つ
い
て
、
当
該
期
間
ご
と
に
集
計
し
、
集
計
の
都
度
次
の
事
項
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
。

イ
　
測
定
対
象
者
の
氏
名

ロ
　
測
定
を
し
た
者
の
氏
名

ハ
　
測
定
対
象
期
間

ニ
　
放
射
線
測
定
器
の
種
類
及
び
型
式

ホ
　
測
定
方
法

ヘ
　
測
定
部
位
及
び
測
定
結
果

三
　
第
二
項
第
一
号
ト
の
測
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
測
定
の
都
度
次
の
事
項
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
。

イ
　
測
定
日
時

ロ
　
測
定
対
象
者
の
氏
名

ハ
　
測
定
を
し
た
者
の
氏
名

ニ
　
放
射
線
測
定
器
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
射
線
測
定
器
の
種
類
及
び
型
式

ホ
　
測
定
方
法
及
び
計
算
方
法

ヘ
　
測
定
結
果

四
　
第
二
項
第
二
号
の
測
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
手
、
足
等
の
人
体
部
位
の
表
面
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
そ
の
汚
染
を
容
易
に
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
事
項

に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
。

イ
　
測
定
日
時

ロ
　
測
定
対
象
者
の
氏
名

ハ
　
測
定
を
し
た
者
の
氏
名

ニ
　
放
射
線
測
定
器
の
種
類
及
び
型
式

ホ
　
汚
染
の
状
況

ヘ
　
測
定
方
法

ト
　
測
定
部
位
及
び
測
定
結
果

五
　
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
測
定
結
果
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
を
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三
月
間
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る

一
年
間
並
び
に
本
人
の
申
出
等
に
よ
り
製
造
業
者
等
が
妊
娠
の
事
実
を
知
る
こ
と
と
な
つ
た
女
子
に
あ
つ
て
は
、
出
産
ま
で
の
間
毎
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
月
間
に
つ
い
て
算
定
し
、
算
定
の
都
度
次
の
事
項
に
つ
い
て
記
録
す

る
こ
と
。

イ
　
算
定
年
月
日

ロ
　
対
象
者
の
氏
名

ハ
　
算
定
し
た
者
の
氏
名

ニ
　
算
定
対
象
期
間

ホ
　
実
効
線
量

ヘ
　
等
価
線
量
及
び
組
織
名

五
の
二
　
前
号
に
よ
る
実
効
線
量
の
算
定
の
結
果
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
い
て
の
実
効
線
量
が
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
た
場
合
は
、
当
該
一
年
間
以
降
は
、
当
該
一
年
間
を
含
む
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

期
間
の
累
積
実
効
線
量
（
前
号
に
よ
り
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効
線
量
の
合
計
を
い
う
。
）
を
当
該
期
間
に
つ
い
て
、
毎
年
度
集
計
し
、
集
計
の
都
度
次
の
項
目
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
。

イ
　
集
計
年
月
日
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ロ
　
対
象
者
の
氏
名

ハ
　
集
計
し
た
者
の
氏
名

ニ
　
集
計
対
象
期
間

ホ
　
累
積
実
効
線
量

五
の
三
　
前
号
の
規
定
は
、
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
等
価
線
量
の
う
ち
、
眼
の
水
晶
体
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
実
効
線
量
」
と
あ
る
の
は
「
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
」
と
、
「
累
積

等
価
線
量
」
と
あ
る
の
は
「
眼
の
水
晶
体
の
累
積
等
価
線
量
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

六
　
当
該
測
定
の
対
象
者
に
対
し
、
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
記
録
の
写
し
を
記
録
の
つ
ど
交
付
す
る
こ
と
。

七
　
第
二
号
か
ら
第
五
号
の
三
ま
で
の
記
録
を
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
予
防
規
程
）

第
六
条
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
予
防
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
所
等
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
障
害
防
止
主
任
者
そ
の
他
の
放
射
性
物
質
等
の
取
扱
い
の
安
全
管
理
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
設
備
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
製
造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
運
営
基
盤
）
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
試
験
検
査
並
び
に
放
射
性
物
質
等
の
貯
蔵
、
廃
棄
及
び
運
搬
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
測
定
及
び
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
作
業
所
等
に
立
ち
入
る
者
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
が
発
生
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
発
見
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
す
る
保
健
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
第
十
一
条
に
規
定
す
る
作
業
記
録
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
危
険
時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た
場
合
の
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
第
十
条
第
一
項
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
事
項
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
以
上
の
放
射
性
物
質
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

イ
　
当
該
措
置
を
講
ず
る
者
に
関
す
る
職
務
及
び
組
織

ロ
　
当
該
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
設
備
又
は
資
機
材
の
整
備

ハ
　
当
該
措
置
の
実
施
に
関
す
る
手
順

ニ
　
当
該
措
置
に
係
る
訓
練
の
実
施

ホ
　
都
道
府
県
警
察
、
消
防
機
関
及
び
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携

十
三
　
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
業
務
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
以
上
の
放
射
性
物
質
を
保
管
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

十
四
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
し
、
必
要
な
事
項

（
防
護
規
程
）

第
六
条
の
二
　
特
定
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
製
造
業
者
は
、
特
定
放
射
性
物
質
を
防
護
す
る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
防
護
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
防
護
従
事
者
に
関
す
る
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
第
二
条
第
八
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
放
射
性
物
質
の
区
分
の
別
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
防
護
区
域
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
防
護
区
域
の
出
入
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
監
視
装
置
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
特
定
放
射
性
物
質
を
容
易
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
特
定
放
射
性
物
質
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
又
は
装
置
の
機
能
を
常
に
維
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
関
係
機
関
と
の
連
絡
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
詳
細
な
事
項
に
係
る
情
報
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
（
第
十
一
条
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
「
防
護
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
特
定
放
射
性
物
質
の
盗
取
時
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
製
造
所
に
お
け
る
特
定
放
射
性
物
質
の
運
搬
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
に
関
す
る
記
帳
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
に
関
す
る
業
務
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
そ
の
他
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
に
関
し
、
必
要
な
事
項
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（
健
康
診
断
）

第
七
条
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
放
射
線
作
業
者
（
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
者
は
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
初
め
て
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
場
合
に
は
、
そ
の
立
ち
入
る
前
に
健
康
診
断

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
製
造
業
者
は
、
放
射
線
作
業
者
に
対
し
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
つ
た
後
は
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
製
造
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
線
作
業
者
が
実
効
線
量
限
度
又
は
等
価
線
量
限
度
を
超
え
て
放
射
線
に
被
ば
く
し
、
又
は
被
ば
く
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
そ
の
他
そ
の
者
が
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
を
受

け
た
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
遅
滞
な
く
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
健
康
診
断
の
方
法
は
、
問
診
及
び
検
査
又
は
検
診
と
す
る
。

５
　
問
診
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。

一
　
放
射
線
（
一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
を
含
む
。
第
二
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
被
ば
く
歴
の
有
無

二
　
被
ば
く
歴
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
作
業
の
場
所
、
内
容
及
び
期
間
、
被
ば
く
に
よ
る
線
量
及
び
放
射
線
障
害
の
有
無
そ
の
他
放
射
線
に
よ
る
被
ば
く
の
状
況

６
　
検
査
又
は
検
診
は
、
次
の
項
目
及
び
部
位
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
項
目
並
び
に
第
二
号
及
び
第
三
号
の
部
位
（
第
一
項
に
係
る
健
康
診
断
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
の
項
目
及
び
第
二
号
の
部
位
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
は
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。

一
　
末
し
よ
う
血
液
中
の
血
色
素
量
又
は
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト
値
、
赤
血
球
数
、
白
血
球
数
及
び
白
血
球
百
分
率

二
　
皮
膚

三
　
眼

四
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
項
目
及
び
部
位

７
　
製
造
業
者
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
記
録
の
作
成
、
保
存
等
の
措
置
を
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
健
康
診
断
の
つ
ど
次
の
事
項
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
。

イ
　
実
施
年
月
日

ロ
　
対
象
者
の
氏
名

ハ
　
健
康
診
断
を
行
つ
た
医
師
名

ニ
　
健
康
診
断
の
結
果

ホ
　
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置

二
　
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
対
し
、
健
康
診
断
の
つ
ど
前
号
の
記
録
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
第
一
号
の
記
録
を
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
保
健
指
導
及
び
立
入
り
の
制
限
）

第
八
条
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
を
受
け
た
お
そ
れ
の
程
度
に
応
じ
、
必
要
な
保
健
指
導
等
を
行
な

う
と
と
も
に
作
業
所
等
に
立
ち
入
る
時
間
を
短
縮
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
又
は
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
業
務
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
就
業
制
限
）

第
九
条
　
製
造
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
十
八
歳
未
満
の
者

二
　
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

（
危
険
時
の
措
置
）

第
十
条
　
製
造
業
者
は
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
性
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
な
わ
張
り
、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以
外
の
者
の

立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
作
業
所
等
の
内
部
に
い
る
者
及
び
附
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

三
　
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
ひ
ろ
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
な
う
こ
と
。

四
　
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
し
や
へ
い
具
、
か
ん
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短
く
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
す
る
線
量
を
で
き
る

限
り
少
な
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
作
業
者
（
女
子
に
つ
い
て
は
、
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
妊
娠
す
る
意
思
が
な
い
旨
を
製
造
業
者
等
に
書
面
で
申
し
出
た
者
に
限
る
。
）

に
あ
つ
て
は
、
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
限
度
ま
で
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
製
造
業
者
は
、
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に
原
因

二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容
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（
記
録
）

第
十
一
条
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
に
つ
き
、
帳
簿
を
備
え
、
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
製
剤
名
及
び
製
造
番
号

二
　
製
造
責
任
者
名

三
　
製
造
開
始
及
び
製
造
終
了
年
月
日
並
び
に
製
造
数
量

四
　
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
し
た
放
射
性
物
質
の
種
類
、
数
量
及
び
当
該
放
射
性
物
質
に
含
ま
れ
る
放
射
能
量

五
　
試
験
検
査
の
年
月
日
（
放
射
能
量
の
測
定
に
関
し
て
は
そ
の
時
刻
）
及
び
そ
の
結
果

六
　
製
剤
の
貯
蔵
、
譲
渡
、
自
家
消
費
及
び
廃
棄
の
別
に
よ
る
処
分
年
月
日
及
び
数
量
並
び
に
廃
棄
の
方
法
及
び
場
所

七
　
試
験
検
査
に
使
用
し
た
動
物
の
取
扱
い

八
　
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
す
る
放
射
性
物
質
の
仕
入
年
月
日
、
仕
入
先
並
び
に
仕
入
れ
た
種
類
、
数
量
及
び
当
該
放
射
性
物
質
に
含
ま
れ
る
放
射
能
量

九
　
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
す
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
の
状
況

十
　
廃
棄
物
の
廃
棄
年
月
日
、
種
類
及
び
数
量
並
び
に
廃
棄
の
方
法
及
び
場
所

２
　
特
定
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
製
造
業
者
は
、
当
該
特
定
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
に
つ
き
、
帳
簿
を
備
え
、
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
防
護
区
域
常
時
立
入
者
へ
の
証
明
書
等
の
発
行
の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

二
　
防
護
区
域
の
出
入
管
理
の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名
（
前
号
に
掲
げ
る
状
況
及
び
氏
名
を
除
く
。
）

三
　
監
視
装
置
に
よ
る
防
護
区
域
内
の
監
視
の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

四
　
特
定
放
射
性
物
質
の
点
検
の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

五
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
装
置
の
点
検
及
び
保
守
の
状
況
並
び
に
こ
れ
ら
の
担
当
者
の
氏
名

六
　
防
護
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
状
況

七
　
製
造
所
に
お
け
る
特
定
放
射
性
物
質
の
運
搬
に
関
す
る
取
決
め

３
　
前
二
項
の
帳
簿
は
、

終
の
記
載
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
防
止
主
任
者
）

第
十
二
条
　
製
造
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
障
害
防
止
主
任
者
を
選
任
し
て
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
障
害
の
防
止
に
関
す
る
監
督
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
薬
剤
師

二
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者

（
特
定
放
射
性
物
質
防
護
管
理
者
）

第
十
二
条
の
二
　
特
定
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
製
造
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
の
う
ち
か
ら
特
定
放
射
性
物
質
防
護
管
理
者
を
選
任
し
て
、
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
に
関
す
る
監
督
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
製
造
所
に
お
い
て
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
に
関
す
る
業
務
を
統
一
的
に
管
理
で
き
る
地
位
に
あ
る
者

二
　
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
に
関
す
る
一
般
的
な
知
識
を
有
す
る
者

三
　
特
定
放
射
性
物
質
の
防
護
に
関
す
る
業
務
に
管
理
的
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
一
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
報
告
）

第
十
三
条
　
製
造
業
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
性
物
質
の
盗
取
又
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

二
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
を
排
気
設
備
に
お
い
て
浄
化
し
、
又
は
排
気
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
廃
棄
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
五
項
第
五
号
の
濃
度
限
度
又
は
同
項
第
七
号
の
線
量
限
度
を
超
え
た
と
き
。

三
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
を
排
水
設
備
に
お
い
て
浄
化
し
、
又
は
排
水
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
廃
棄
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
五
項
第
六
号
の
濃
度
限
度
又
は
同
項
第
七
号
の
線
量
限
度
を
超
え
た
と
き
。

四
　
放
射
性
物
質
等
が
管
理
区
域
外
で
漏
え
い
し
た
と
き
。

五
　
放
射
性
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
し
た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ
　
漏
え
い
し
た
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備
の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外
に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
え
い
し
た
場
所
に
係
る
排
気
設
備
の
機
能
が
適
正
に
維
持
さ
れ
て
い
る
と
き
。

ハ
　
漏
え
い
し
た
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
量
が
微
量
の
と
き
そ
の
他
漏
え
い
の
程
度
が
軽
微
な
と
き
。

六
　
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
製
造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
ハ
）
の
線
量
限
度
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

七
　
放
射
性
物
質
等
の
製
造
、
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
に
お
け
る
計
画
外
の
被
ば
く
が
あ
つ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
被
ば
く
に
係
る
実
効
線
量
が
放
射
線
作
業
者
に
あ
つ
て
は
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
放
射
線
作
業
者
以
外
の
者
に

あ
つ
て
は
〇
・
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

八
　
放
射
線
作
業
者
に
つ
い
て
実
効
線
量
限
度
又
は
等
価
線
量
限
度
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
つ
た
と
き
。

九
　
放
射
性
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
つ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。
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２
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
所
を
廃
止
し
た
場
合
（
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
の
み
を
取
り
止
め
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
の
講
じ
た
措
置
を
三
十
日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
製
造
業
者
は
厚
生
労
働
大
臣
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
期
間
を
定
め
て
報
告
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
事
項
を
当
該
期
間
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
線
管
理
の
状
況

二
　
放
射
性
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

三
　
製
造
所
外
の
物
質
の
廃
棄
又
は
運
搬
の
状
況

（
適
用
除
外
）

第
十
四
条
　
製
造
所
に
お
い
て
取
り
扱
う
放
射
性
物
質
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
又
は
濃
度
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
四
項
第
四
号
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
条

か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
二
条
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
準
用
）

第
十
五
条
　
薬
局
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
二
条
（
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
三
条
第
一
項
並
び
に
第
四
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
（
第
六
条
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
六
条

の
二
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
並
び
に
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
の
二
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
第
七
号
及
び
第
八
号

放
射
性
医
薬
品
の
作
業
所

放
射
性
医
薬
品
を
取
り
扱
う
薬
局
内
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
場
所

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
二
項
第
二
号
イ

作
業
所

薬
局
内
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
場
所

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
一
号
、
第
五
条
第
一
項

第
三
号

貯
蔵
設
備

貯
蔵
室

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
項
、
第
六
条
第
一
号
及
び
第

六
号
、
第
八
条
、
第
十
条
第
一
項
第
二
号

作
業
所
等

薬
局
内
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
場
所
等

第
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項

第
一
号
ヘ

作
業
室

調
剤
室

第
二
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

作
業
室
等

調
剤
室
等

第
二
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
二
項

製
造

調
剤
又
は
販
売

第
二
条
第
二
項

必
ず
試
験
検
査

必
要
に
応
じ
て
試
験
検
査
又
は
確
認

第
二
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、
第
六
条
第
四
号

製
造
及
び
試
験
検
査

調
剤
及
び
試
験
検
査

第
二
条
第
三
項
第
一
号

そ
れ
ぞ
れ
作
業
室
及
び
試
験
検
査
室

調
剤
室

第
二
条
第
三
項
第
二
号

製
造
又
は
試
験
検
査

調
剤
又
は
試
験
検
査

第
二
条
第
四
項
第
二
号

第
九
条
第
一
項
第
三
号
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
た
る
放
射
性
医
薬
品

（
以
下
「
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
医

療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準

に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
。
以
下

「
製
造
管
理
等
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
）
に

規
定
す
る
貯
蔵
設
備

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貯
蔵
室

第
二
条
第
六
項

、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

、
そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
の
承
認

も
の
を
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

も
の
を
そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特

別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
の
承
認

第
二
条
第
七
項
第
一
号
イ

厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の

区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
の
承
認

第
六
条
第
三
号

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
設
備
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品

に
あ
つ
て
は
、
製
造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

業
務
運
営
基
盤
）

第
一
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
設
備
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第
十
条
第
三
項
、
第
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣

そ
の
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の

区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号

製
造
開
始
及
び
製
造
終
了
年
月
日
並
び
に
製
造
数
量

製
剤
の
仕
入
年
月
日
及
び
仕
入
数
量

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号

試
験
検
査

試
験
検
査
又
は
品
質
の
確
認

第
十
三
条
第
一
項
第
七
号

製
造

調
剤
、
販
売

２
　
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
二
条
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
三
条
第
一
項
並
び
に
第
四
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
（
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
表
放

射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
の
項
ロ
、
第
六
条
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
六
条
の
二
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
の
二
を
除
く
。
）

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
第
七
号
及
び
第
八
号

放
射
性
医
薬
品
の
作
業
所

放
射
性
医
薬
品
を
取
り
扱
う
事
務
所
内
の
放
射
性
物
質
を
取

り
扱
う
場
所

第
二
条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
二

号
イ

作
業
所

事
務
所
内
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
場
所

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
一
号
、
第
五
条
第
一
項
第
三

号

貯
蔵
設
備

貯
蔵
室

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
項
、
第
六
条
第
一
号
及
び
第
六
号
、

第
八
条
、
第
十
条
第
一
項
第
二
号

作
業
所
等

事
務
所
内
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
場
所
等

第
二
条
第
一
項
第
六
号

作
業
室
、
試
験
検
査
室

作
業
室

第
二
条
第
四
項
第
二
号

第
九
条
第
一
項
第
三
号
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
た
る
放
射
性
医
薬
品
（
以
下
「
放
射
性
体
外
診
断
用
医

薬
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の

基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
製
造
管
理
等
基
準
省
令
」

と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
）
に
規
定
す
る
貯
蔵
設
備

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貯
蔵
室

第
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
第
一
号
イ

厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

そ
の
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
承
認

第
六
条
第
三
号

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
設
備
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
製
造
管
理
等
基

準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
運
営
基
盤
）

第
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
設
備

第
六
条
第
四
号

放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
試
験
検
査
並
び
に
放
射
性
物
質
等
の
貯
蔵

放
射
性
物
質
等
の
貯
蔵

第
十
条
第
三
項
、
第
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣

そ
の
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
二
項

製
造

製
造
販
売

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号

製
造
開
始
及
び
製
造
終
了
年
月
日
並
び
に
製
造
数
量

製
剤
の
受
領
年
月
日
及
び
受
領
数
量

３
　
卸
売
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
二
条
（
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
三
条
第
一
項
並
び
に
第
四
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
（
第
六
条
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
六
条
の
二
、

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
並
び
に
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
の
二
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
第
七
号
及
び
第
八
号

放
射
性
医
薬
品
の
作
業
所

放
射
性
医
薬
品
を
取
り
扱
う
営
業
所
内
の
放
射
性
物
質
を
取
り

扱
う
場
所

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項

第
二
号
イ

作
業
所

営
業
所
内
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
場
所

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
一
号
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号

貯
蔵
設
備

貯
蔵
室

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
項
、
第
六
条
第
一
号
及
び
第
六
号
、
第
八

条
、
第
十
条
第
一
項
第
二
号

作
業
所
等

営
業
所
内
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
場
所
等

第
二
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
二
項
製
造

販
売

第
二
条
第
二
項

必
ず
試
験
検
査

必
要
に
応
じ
て
試
験
検
査
又
は
確
認

第
二
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、
第
六
条
第
四
号

製
造
及
び
試
験
検
査

包
装
及
び
試
験
検
査

第
二
条
第
三
項
第
二
号

製
造
又
は
試
験
検
査

試
験
検
査

第
二
条
第
四
項
第
二
号

第
九
条
第
一
項
第
三
号
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
た
る
放
射
性
医
薬
品
（
以
下
「
放
射
性
体
外

診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造

管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貯
蔵
室
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号
。
以
下
「
製
造
管
理
等
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
）
に
規
定
す

る
貯
蔵
設
備

第
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
第
一
号
イ

厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

そ
の
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
承
認

第
六
条
第
三
号

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
設
備
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
製
造

管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
運
営
基
盤
）

第
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
設
備

第
十
条
第
三
項
、
第
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣

そ
の
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号

製
造
開
始
及
び
製
造
終
了
年
月
日
並
び
に
製
造
数
量

製
剤
の
仕
入
年
月
日
及
び
仕
入
数
量

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号

試
験
検
査

試
験
検
査
又
は
品
質
の
確
認

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
の
廃
止
）

２
　
放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
六
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
二
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
九
月
一
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
四
月
八
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
精
神
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
前
条
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
四
条
（
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
九
月
三
十
日
ま
で

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
一
五
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
又
は
指
定
を
申
請
し
て
い
る
者
の
当
該
指
定
又
は
申
請
に
係
る
廃
棄
施
設
に
つ
い
て
の
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
、
当
該
廃
棄
施
設
の
構
造
設
備
を
変
更
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
五
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

水
素
３
（
３

Ｈ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

炭
素
１
１
（
１
１

Ｃ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

炭
素
１
４
（
１
４

Ｃ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

窒
素
１
３
（
１
３

Ｎ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

酸
素
１
５
（
１
５

Ｏ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

フ
ツ
素
１
８
（
１
８

Ｆ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

ナ
ト
リ
ウ
ム
２
２
（
２
２

Ｎ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ナ
ト
リ
ウ
ム
２
４
（
２
４

Ｎ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

リ
ン
３
２
（
３
２

Ｐ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

イ
オ
ウ
３
５
（
３
５

Ｓ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

カ
リ
ウ
ム
４
２
（
４
２

Ｋ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

カ
リ
ウ
ム
４
３
（
４
３

Ｋ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤
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カ
ル
シ
ウ
ム
４
５
（
４
５

Ｃ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

カ
ル
シ
ウ
ム
４
７
（
４
７

Ｃ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ク
ロ
ム
５
１
（
５
１

Ｃ
ｒ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

マ
ン
ガ
ン
５
２
（
５
２

Ｍ
ｎ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

鉄
５
２
（
５
２

Ｆ
ｅ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

鉄
５
５
（
５
５

Ｆ
ｅ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

鉄
５
９
（
５
９

Ｆ
ｅ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

コ
バ
ル
ト
５
７
（
５
７

Ｃ
ｏ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

コ
バ
ル
ト
５
８
（
５
８

Ｃ
ｏ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

コ
バ
ル
ト
６
０
（
６
０

Ｃ
ｏ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

銅
６
４
（
６
４

Ｃ
ｕ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

亜
鉛
６
５
（
６
５

Ｚ
ｎ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ガ
リ
ウ
ム
６
７
（
６
７

Ｇ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ガ
リ
ウ
ム
６
８
（
６
８

Ｇ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ガ
リ
ウ
ム
７
２
（
７
２

Ｇ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
６
８
（
６
８

Ｇ
ｅ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ヒ
素
７
４
（
７
４

Ａ
ｓ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ヒ
素
７
６
（
７
６

Ａ
ｓ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

セ
レ
ン
７
５
（
７
５

Ｓ
ｅ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

臭
素
８
２
（
８
２

Ｂ
ｒ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

ク
リ
プ
ト
ン
８
１
ｍ
（
８
１
ｍ

Ｋ
ｒ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

ク
リ
プ
ト
ン
８
５
（
８
５

Ｋ
ｒ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

ル
ビ
ジ
ウ
ム
８
１
（
８
１

Ｒ
ｂ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

ル
ビ
ジ
ウ
ム
８
６
（
８
６

Ｒ
ｂ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
８
５
（
８
５

Ｓ
ｒ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
８
７
ｍ
（
８
７
ｍ

Ｓ
ｒ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
８
９
（
８
９

Ｓ
ｒ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
９
０
（
９
０

Ｓ
ｒ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

イ
ツ
ト
リ
ウ
ム
８
７
（
８
７

Ｙ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

イ
ツ
ト
リ
ウ
ム
９
０
（
９
０

Ｙ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

モ
リ
ブ
デ
ン
９
９
（
９
９

Ｍ
ｏ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

テ
ク
ネ
チ
ウ
ム
９
９
ｍ
（
９
９
ｍ

Ｔ
ｃ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

銀
１
１
１
（
１
１
１

Ａ
ｇ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

イ
ン
ジ
ウ
ム
１
１
１
（
１
１
１

Ｉ
ｎ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

イ
ン
ジ
ウ
ム
１
１
３
ｍ
（
１
１
３
ｍ

Ｉ
ｎ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ス
ズ
１
１
３
（
１
１
３

Ｓ
ｎ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

テ
ル
ル
１
３
２
（
１
３
２

Ｔ
ｅ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ヨ
ウ
素
１
２
３
（
１
２
３

Ｉ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

ヨ
ウ
素
１
２
５
（
１
２
５

Ｉ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

ヨ
ウ
素
１
３
１
（
１
３
１

Ｉ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤
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ヨ
ウ
素
１
３
２
（
１
３
２

Ｉ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

キ
セ
ノ
ン
１
３
３
（
１
３
３

Ｘ
ｅ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

セ
シ
ウ
ム
１
３
１
（
１
３
１

Ｃ
ｓ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ジ
ス
プ
ロ
シ
ウ
ム
１
５
７
（
１
５
７

Ｄ
ｙ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

イ
ツ
テ
ル
ビ
ウ
ム
１
６
９
（
１
６
９

Ｙ
ｂ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ル
テ
チ
ウ
ム
１
７
７
（
１
７
７

Ｌ
ｕ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

タ
ン
タ
ル
１
８
２
（
１
８
２

Ｔ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

イ
リ
ジ
ウ
ム
１
９
２
（
１
９
２

Ｉ
ｒ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

金
１
９
８
（
１
９
８

Ａ
ｕ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

金
１
９
９
（
１
９
９

Ａ
ｕ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

水
銀
１
９
７
（
１
９
７

Ｈ
ｇ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

水
銀
２
０
３
（
２
０
３

Ｈ
ｇ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

タ
リ
ウ
ム
２
０
１
（
２
０
１

Ｔ
ｌ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

ラ
ド
ン
２
２
２
（
２
２
２

Ｒ
ｎ
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

ラ
ジ
ウ
ム
２
２
３
（
２
２
３

Ｒ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

ラ
ジ
ウ
ム
２
２
６
（
２
２
６

Ｒ
ａ
）
の
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

設
備
、
場
所
等

標
識

標
識
を
付
け
る
箇
所

放
射
性
医
薬
品
の
製
造
所
の

作
業
所
並
び
に
薬
局
、
事
務

所
及
び
営
業
所
内
の
放
射
性

物
質
を
取
り
扱
う
場
所

上
部
に
「
放
射
性
物
質
作
業
所
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
放
射
能
標
識
（
以
下
「
放
射
能
標
識
」
と
い
う
。
）

作
業
所
及
び
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
場
所
の

扉
若
し
く
は
出
入
口
又
は
こ
れ
ら
の
附
近

汚
染
検
査
室

下
部
に
「
汚
染
検
査
室
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
い
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
安
全
衛
生
指
導
標
識
（
緑
地
に
、
長
さ
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

白
十
字
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

汚
染
検
査
室
の
出
入
口
又
は
そ
の
附
近

放
射
性
医
薬
品
の
貯
蔵
室
又

は
貯
蔵
設
備

貯
蔵
室
に
あ
つ
て
は
、
上
部
に
「
貯
蔵
室
」
、
下
部
に
「
許
可
な
く
し
て
立
ち
入
り
を
禁
ず
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射
能
標
識
、
貯
蔵
箱
に
あ
つ
て
は
、
上
部
に
「
貯
蔵
箱
」
、
下
部
に
「
許
可
な
く
し
て
ふ
れ
る
こ
と
を
禁
ず
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ

て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射
能
標
識

貯
蔵
室
に
あ
つ
て
は
そ
の
出
入
口
又
は
そ
の
附

近
、
貯
蔵
箱
に
あ
つ
て
は
そ
の
表
面

貯
蔵
設
備
に
備
え
ら
れ
た
放

射
性
物
質
を
入
れ
る
容
器

上
部
に
「
放
射
性
物
質
」
の
文
字
並
び
に
放
射
性
物
質
の
種
類
及
び
数
量
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射

能
標
識

容
器
の
表
面

液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
の

排
水
設
備

排
水
浄
化
そ
う
に
あ
つ
て
は
、
上
部
に
「
排
水
設
備
」
、
下
部
に
「
許
可
な
く
し
て
立
ち
入
り
を
禁
ず
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射
能
標
識
、
排
液
処
理
装
置
に
あ
つ
て
は
、
上
部
に
「
排
水
設
備
」
、
下
部
に
「
許
可
な
く
し
て
ふ
れ
る
こ
と
を
禁
ず
」

の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射
能
標
識
、
排
水
管
に
あ
つ
て
は
、
赤
紫
部
分
の
幅
が
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
黄
部
分
の
幅
が
そ
の
二
分
の
一
、
青
部
分
の
幅
が
そ
の
二
倍
で
あ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
放
射
能
表
示
（
以
下
「
放
射
能
表

示
」
と
い
う
。
）

放
射
能
標
識
に
つ
い
て
は
排
水
浄
化
そ
う
の
表

面
又
は
そ
の
附
近
（
排
水
浄
化
そ
う
が
埋
没
し

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
埋
没
箇
所
の
真
上
又

は
そ
の
附
近
の
地
上
）
及
び
排
液
処
理
装
置
、

放
射
能
表
示
に
つ
い
て
は
地
上
に
露
出
す
る
排

水
管
の
部
分
の
表
面

気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
の

排
気
設
備

排
気
口
及
び
排
気
浄
化
装
置
に
あ
つ
て
は
、
上
部
に
「
排
気
設
備
」
、
下
部
に
「
許
可
な
く
し
て
ふ
れ
る
こ
と
を
禁
ず
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
、
半
径
が
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射
能
標
識
、
排
気
管
に
あ
つ
て
は
、
赤
紫
部
分
の
幅
が
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
黄
部

分
の
幅
が
そ
の
二
分
の
一
、
白
部
分
の
幅
が
そ
の
二
倍
で
あ
る
放
射
能
表
示

放
射
能
標
識
に
つ
い
て
は
排
気
口
又
は
そ
の
附

近
及
び
排
気
浄
化
装
置
、
放
射
能
表
示
に
つ
い

て
は
排
気
管
の
表
面

放
射
性
物
質
等
の
廃
棄
作
業

室

上
部
に
「
廃
棄
作
業
室
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射
能
標
識

廃
棄
作
業
室
の
出
入
口
又
は
そ
の
附
近

放
射
性
物
質
等
の
保
管
廃
棄

設
備

上
部
に
「
保
管
廃
棄
設
備
」
、
下
部
に
「
許
可
な
く
し
て
立
ち
入
り
を
禁
ず
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
放
射
能
標
識

保
管
廃
棄
設
備
の
外
部
に
通
ず
る
部
分
又
は
そ

の
附
近
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保
管
廃
棄
設
備
に
備
え
ら
れ

た
放
射
性
物
質
等
を
入
れ
る

容
器

上
部
に
「
放
射
性
廃
棄
物
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射
能
標
識

容
器
の
表
面

管
理
区
域

上
部
に
「
管
理
区
域
」
の
文
字
及
び
そ
の
真
下
に
「
（
放
射
性
物
質
作
業
所
）
」
、
「
（
貯
蔵
設
備
）
」
又
は
「
（
廃
棄
設
備
）
」
の
文
字
が
、
下
部
に
「
許
可
な

く
し
て
立
ち
入
り
を
禁
ず
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
半
径
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射
能
標
識

管
理
区
域
の
境
界
に
設
け
る
さ
く
等
の
出
入
口

又
は
そ
の
附
近

放
射
性
物
質
等
を
運
搬
す
る

た
め
の
容
器

半
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
放
射
能
標
識

容
器
の
表
面
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